
　

７
月
23
日
㈰
に
群
馬
県
知
事
選

挙
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

県
政
の
今
後
を
決
め
る
大
切
な

選
挙
で
す
。
忘
れ
ず
に
投
票
し
ま

し
ょ
う
。

投
票
で
き
る
か
た

　

満
18
歳
以
上
（
平
成
17
年
７
月

24
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
か
た
）で
、

板
倉
町
に
住
民
登
録
さ
れ
て
か
ら

引
き
続
き
３
か
月
以
上
住
民
基
本

台
帳
に
登
録
が
あ
る
か
た

投
票
日　

７
月
23
日
㈰

時
間　

午
前
７
時
〜
午
後
８
時

投
票
に
必
要
な
も
の

　

入
場
券
（
ご
自
分
の
入
場
券
を

切
り
離
し
て
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

紛
失
ま
た
は
破
損
さ
れ
た
場
合
は
、

投
票
所
の
係
員
に
申
し
出
て
く
だ

さ
い
）

期
日
前
投
票
に
つ
い
て

　

投
票
日
当
日
、
次
の
事
由
で
投

票
所
へ
行
け
な
い
か
た
は
期
日
前

投
票
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

①
仕
事
や
学
業
、
冠
婚
葬
祭
な
ど

②
町
外
に
旅
行
、
滞
在
な
ど

③
病
気
、
負
傷
な
ど

④
交
通
至
難
の
島
等
に
滞
在
な
ど

⑤
他
の
市
町
村
に
引
っ
越
し
し
た

が
、
前
住
所
地（
板
倉
町
）の
選
挙

人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
か
た

⑥
天
災
・
悪
天
候
の
た
め

期
日
前
投
票
期
間

　

７
月
７
日
㈮
〜
７
月
22
日
㈯

時
間　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

場
所　

役
場
１
階
中
会
議
室
（
下

の
フ
ロ
ア
図
参
照
）

必
要
な
も
の

　

入
場
券
（
７
月
上
旬
に
各
世
帯

へ
郵
送
し
ま
す
）

そ
の
他

　

宣
誓
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

（
宣
誓
書
は
、
期
日
前
投
票
所
に

用
意
し
て
い
ま
す
。ま
た
、４
ペ
ー

ジ
の
宣
誓
書
や
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
事
前
に

ご
記
入
の
う
え
、
持
参
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
）

投票時間　午前７時～午後８時

群馬県知事選挙群馬県知事選挙
７月23日（日）

役場１階フロア図

役場位置図

総合案内
北側
入口

当直室

税
務
課

住
民
環
境
課

健
康
介
護
課

福
祉
課

会
計
課

東側入口

南
側
入
口

令和５年７月１日　板倉町選挙管理委員会発行

問合せ　板倉町選挙管理委員会事務局　電話　0276-82-1111（内線211. 212）
町ホームページ　https://www.town.itakura.gunma.jp/
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開票時間は午後９時から

開 票 日：投票日当日
開票時間：午後９時から
開票場所：役場３階大会議室
開票速報：開票速報は、役場１階ロビーにおいて、特設
掲示板でお知らせします。また町ホームページ、いたく
らお知らせメールでもお知らせします。
　https://www.itakura.gunma.jp/

いたくらお知らせメール登録
スマートフォン・
パソコン用
二次元コード

携帯電話用
二次元コード

携帯電話やパソコンのメール機能を利用した防犯・防災・緊急
町の情報配信を行っています。登録は、町ホームページまたは
二次元コードから可能です。開票速報もお知らせします。

　

仕
事
や
旅
行
等
で
他
の
市
区
町

村
に
滞
在
し
て
い
る
た
め
、
投
票

日
当
日
に
投
票
が
で
き
な
い
か
た

は
、
滞
在
地
の
選
挙
管
理
委
員
会

で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

郵
便
で
の
や
り
取
り
と
な
り
ま

す
。
時
間
を
要
す
る
た
め
、
選
挙

管
理
委
員
会
へ
お
早
め
に
申
し
出

く
だ
さ
い
。

投
票
の
手
順

①
選
挙
人
名
簿
登
録
地
の
選
挙
管

理
委
員
会
に
、
投
票
用
紙
等
の
請

求
を
し
ま
す
。

②
選
挙
人
名
簿
登
録
地
の
選
挙
管

理
委
員
会
か
ら
投
票
用
紙
・
投
票

封
筒
・
不
在
者
投
票
証
明
書
を
請

求
者
へ
郵
送
し
ま
す
。

③
投
票
用
紙
等
が
届
い
た
ら
、
投

票
用
紙
等
が
入
っ
て
い
る
封
筒
は

開
封
し
な
い
で
滞
在
先
の
市
区
町

村
の
選
挙
管
理
員
会
へ
お
持
ち
に

な
り
、
不
在
者
投
票
を
し
て
く
だ

さ
い
。
自
宅
な
ど
で
投
票
用
紙
に

記
載
し
た
り
、
不
在
者
投
票
証
明

書
用
封
筒
を
開
封
し
た
り
す
る
と

投
票
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

（
投
票
で
き
る
時
間
等
に
つ
い
て
、

滞
在
地
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
問

い
合
わ
せ
て
か
ら
お
出
か
け
く
だ

さ
い
）

　

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会

が
指
定
し
た
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
、

身
体
障
害
者
施
設
等
に
入
院
・
入

所
し
て
い
る
選
挙
人
で
、
投
票
日

に
投
票
所
へ
行
く
こ
と
が
で
き
な

い
人
は
、
そ
の
施
設
で
投
票
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

手
続
き
に
時
間
を
要
す
る
た
め
、

お
早
め
に
病
院
等
の
事
務
室
な
ど

へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

主
な
病
院
等

○
公
立
館
林
厚
生
病
院

○
つ
つ
じ
メ
ン
タ
ル
ホ
ス
ピ
タ
ル

○
館
林
記
念
病
院

○
慶
友
整
形
外
科
病
院

○
新
橋
病
院

○
太
田
記
念
病
院

○
羽
生
総
合
病
院

○
足
利
赤
十
字
病
院

○
佐
野
厚
生
総
合
病
院

○
古
河
総
合
病
院

○
獨
協
医
科
大
学
病
院

主
な
老
人
保
健
施
設
等

○
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

　

ミ
モ
ザ
荘

○
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

　

東
毛
光
生
園

○
館
林
養
護
老
人
ホ
ー
ム

　

伸
楽
園

○
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

　

赤
羽
の
郷

○
介
護
老
人
保
健
施
設

　

ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
館
林

※
主
な
病
院
等
を
掲
載
し
ま
し
た
。

そ
の
他
の
病
院
等
は
、
直
接
、
施

設
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

身
体
に
重
度
の
障
害
等
が
あ
る

人
は
、
自
宅
な
ど
で
投
票
す
る
郵

便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
が
で
き

ま
す
。
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投

票
を
利
用
で
き
る
人
は
、
以
下
の

表
に
該
当
す
る
人
で
す
。

　

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
を

す
る
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
郵

便
等
投
票
証
明
書
の
交
付
を
受
け

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
町
選
挙
管

理
委
員
会
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

不
在
者
投
票
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

障害の種類 障害の程度

身体障害者手帳

両下肢、体幹または移動機能の障害 個別等級 １級または２級

心臓､ じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、または小腸の障害 個別等級 １級または３級

免疫または体幹の障害 個別等級 １級から３級

戦傷病者手帳
両下肢または体幹の障害 特別項症から第２項症まで

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸、肝臓の障害 特別項症から第３項症まで

介護保険被保険者証 要介護５

他
市
町
村（
滞
在
地
）で
の

不
在
者
投
票

病
院
・
老
人
ホ
ー
ム
施
設
で
の

不
在
者
投
票

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
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第１投票所（１行政区）

北部公民館

第２投票所（２行政区）

細谷事務所

第５投票所（10行政区）

五箇･中妻住民センター

第６投票所（９行政区）

南部公民館

第７投票所（８行政区）

飯野地蔵院住民センター

第８投票所（７行政区）

板倉町児童館

第９投票所（６行政区）

中央公民館

第10投票所（４･５行政区）

原宿区民会館

第11投票所（３行政区）

籾谷上公民館

投票時間

午前７時～午後８時

投票所のご確認を！

第４投票所

東部公民館

（11･12行政区の一部、13･14･15行政区）

第３投票所

海老瀬東公民館
（11･12行政区の一部）
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き り と り

期日前投票宣誓書兼請求書
　私は、令和５年７月２３日執行の群馬県知事選挙の当日、下記のいずれかの期日前投票の事由に該当する見込み
であることを宣誓します。併せて、投票用紙等の交付を請求します。

仕事・学業・地域行事の役員・冠婚葬祭等のため

町外に外出・旅行・滞在、町外において用務のため

病気療養・出産・身体障がい等のため歩行困難

交通至難の島等に居住又は滞在のため

住所移転等により板倉町外に居住のため

天災・悪天候等により投票所に到達することが困難

令和 ５ 年 ７ 月　　日
　板倉町選挙管理委員会委員長　様

氏　名 生年月日
大正
昭和　　　　年　　　月　　　日
平成

現住所 群馬県邑楽郡板倉町

選挙人名簿に記載
されている住所

※現住所と異なる場合のみ記載

期日前投票事由

期日前投票宣誓書兼請求書
　私は、令和５年７月２３日執行の群馬県知事選挙の当日、下記のいずれかの期日前投票の事由に該当する見込み
であることを宣誓します。併せて、投票用紙等の交付を請求します。

仕事・学業・地域行事の役員・冠婚葬祭等のため

町外に外出・旅行・滞在、町外において用務のため

病気療養・出産・身体障がい等のため歩行困難

交通至難の島等に居住又は滞在のため

住所移転等により板倉町外に居住のため

天災・悪天候等により投票所に到達することが困難

令和 ５ 年 ７ 月　　日
　板倉町選挙管理委員会委員長　様

氏　名 生年月日
大正
昭和　　　　年　　　月　　　日
平成

現住所 群馬県邑楽郡板倉町

選挙人名簿に記載
されている住所

※現住所と異なる場合のみ記載

期日前投票事由


